
 

  

          

「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」

の
発
行
に
あ
た
り
一
言
御
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

能
登
半
島
地
震
に
よ
り
犠

牲
に
な
ら
れ
た
方
に
哀
悼
の

意
を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
甚

大
な
被
害
に
心
よ
り
お
見
舞

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
、
皆
様
方
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
日
頃
よ
り
農
業

委
員
会
活
動
に
対
し
深
い
御

理
解
と
御
協
力
を
賜
り
、
厚

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
紛
争
が
終

わ
り
を
見
せ
ず
、
物
価
の
高
騰

や
少
子
高
齢
化
、
後
継
者
不
足

な
ど
農
業
及
び
農
地
を
取
り

巻
く
課
題
は
相
変
わ
ら
ず
山

積
し
て
お
り
ま
す
。 

将
来
に
関
す
る
見
通
し
は

あ
ま
り
は
っ
き
り
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
北
斗
市
農
業
委
員
会

と
し
ま
し
て
、「
担
い
手
へ
の

農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
」、

「
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
や

解
消
」、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
や

農
地
相
談
の
実
施
や
新
規
就

農
等
に
引
き
続
き
取
り
組
ん

で
参
り
ま
す
。 

今
後
と
も
地
域
の
良
き
相

談
役
と
し
て
、
皆
様
方
の
御
期

待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
邁
進

し
て
参
り
ま
す
の
で
、
引
き
続

き
御
理
解
と
御
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
、
発
行
の
御
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。 

令和６年３月発行 

農地転用許可をした場所で、申請どおりの

工事・事業が行われているか確認します。 
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農 業 委 員 
農業委員会の会議に出席

し、農地法等に基づく農地
の権利等に係る許可や届出
などを審議します。 

農地利用最適化推進委員 
 現場活動を主に、担当地区で
担い手へ農地を集積・集約した
り、遊休農地の発生防止等の推
進活動を行います。  

農業委員会はこんな仕事をしています！ 

令和５年 

総会 

可決等 

件数 

連携して活動 

農地相談、農地指導巡回、現況調査、遊休農地調査などの活動

を行っています。 

適切な管理がされていない農地を見回り、

所有者や耕作者へ改善の指導を行います。 

管理状況の現地確認 農地転用後の現地確認 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和 7 年度から農地貸借・売買の手続きが変わります。 

○農地の貸借が貸し手・借り手の相対から、農地中間管理機構（農業公社）が間に入った形に

なります。 

○農地の売買について、農地法３条以外は農業委員会が登記手続きを行っていましたが、令和

７年度から農業公社が手続きを行います。また、売買に先立って住所変更登記などが必要な

場合、農業委員会ではできなくなることから、土地所有者が行う必要があります。 

その他詳細が決まりましたら改めてお知らせします。 

農業者年金に加入しませんか？  
特徴１ 少子高齢化に強い！安定した年金額 
・支払った保険料とその運用益をもとに年金額が決まる「積立方式」を採用しています。（元本保証です） 

特徴２ 終身年金＋死亡一時金の保証！ 
・年金は生涯支給されます。 
・８０歳までに亡くなった場合は、８０歳までに受け取るはずだった年金相当額が遺族に支給されます。 

特徴３ 保険料の額が自由に設定できる！ 
・月額２０，０００円～６７，０００円の間で自由に設定でき、いつでも保険料の変更が可能です。 

特徴４ 公的年金ならでは！税制面の優遇措置 
・納めた保険料は、全額が所得税・住民税の社会保険料控除対象となります。 

特徴５ 担い手には手厚い国庫補助も！ 
・認定農業者等の担い手は、最大５割の保険料国庫補助を受けられます。 
・保険料は自己負担分と国庫補助分を合わせて月額２０，０００円と固定です。 
※国庫補助は、①保険料納付期間が２０年以上、②農業所得が９００万円以下の両方を満たす必要があります。 

 
農地を売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、農地の転用など、農地に関する相続に

ついて農業委員・農地利用最適化推進委員が対応します。お気軽にお越しください。 

会場：北斗市総合分庁舎１階 会議室 日時：農地相談日の９：００～１６：００ 

 

農地相談  

総会開催日 議案締切日 現況調査日 現況締切日 農地相談日 農地巡回指導日

令和6年 4月25日（木） 4月15日（月） 4月10日（水） 4月 3日（水） 4月18日（木） 4月19日（金）

令和6年 5月30日（木） 5月15日（水） 5月 8日（水） 5月 1日（水） 5月15日（水） 5月16日（木）

令和6年 6月27日（木） 6月14日（金） 6月12日（水） 6月 5日（水） 6月14日（金） 6月17日（月）

令和6年 7月25日（木） 7月16日（火） 7月10日（水） 7月 3日（水） 7月16日（火） 7月17日（水）

令和6年 8月28日（水） 8月15日（木） 8月14日（水） 8月 7日（水） 8月15日（木） 8月16日（金）

令和6年 9月26日（木） 9月13日（金） 9月11日（水） 9月 4日（水） 9月13日（金） 9月17日（火）

令和6年10月24日（木） 10月15日（火） 10月 9日（水） 10月 2日（水） 10月15日（火） 10月15日（火）

令和6年11月28日（木） 11月15日（金） 11月13日（水） 11月 6日（水） 11月15日（金） 11月18日（月）

令和6年12月19日（木） 12月 6日（金） 12月 5日（木） 12月 2日（月） 12月 6日（金）

令和7年 1月30日（木） 1月15日（水） 1月14日（火） 1月 6日（月） 1月15日（水）

令和7年 2月27日（木） 2月14日（金） 2月12日（水） 2月 5日（水） 2月14日（金）

令和7年 3月27日（木） 3月14日（金） 3月12日（水） 3月 5日（水） 3月14日（金）


